
令和 7年 4月 14日 

 

大和市「前市長による公共工事のやり直し指示に関する第三者追加調査」に関わる 

これまでの経緯 

 

■令和３年 

３月２３日 元副市長が辞職届提出（辞職は４月１３日付け） 

５月 ７日 「元副市長の辞職は市長の職員に対するパワハラが原因」と報道 

  ６月 １日 市議会が「前副市長辞職等に関する調査特別委員会」（以下「辞職特別委」という。）

を設置 

１０日   前市長が元副市長を相手取り、謝罪広告等請求事件を提起 

１０月ごろ  辞職特別委が、管理職対象のパワハラに関するアンケートを実施 

➡結果の中で「前市長の判断による公共施設の工事や契約内容の変更、やり直し、

予算の無駄」があったとの回答あり 

 

■令和４年 

３月３１日 元副市長が反訴を提起 

 １１月１５日 辞職特別委が調査結果報告書を市議会に提出 

➡「実名証言が得られないためパワハラの事実を認定することはできないが、パワ

ハラと思われる傾向により職場環境が著しく悪化している」との結論 

➡申し送りとして、次期議会に対し「公共工事のやり直しに関する調査特別委員会

を設置し、やり直しに至った経緯、その総数や総額等の真相究明をする」ことを

求めた。 

 

■令和５年 

  ５月 ２日 現市長が就任 

 ６月 ８日 現市長が、管理職を対象に実名での①パワハラ、②公共工事のやり直しに関するア

ンケートを実施 

７月２８日 前市長・元副市長間の裁判の判決言渡し（元副市長が勝訴；控訴せず） 

  ９月２６日   市議会が「前市長による公共工事のやり直しに関する調査特別委員会」（以下「や

り直し特別委」という。）を設置 

 １１月 ２日 やり直し特別委が調査範囲（５施設）を決定 

同日、市議会から市長に「調査依頼書」を提出 

    ２８日   市が弁護士２名、一級建築士１名と委託契約を締結、調査開始 

 

■令和６年 

  ６月２７日   調査報告書の提出 

  ７月１８日   調査報告書に係る記者会見 

  ８月２２日   市議会から市長に「要望書」を提出。要望書の中で、「新たに、こどもの城及びや

まと公園の第３者調査を行うこと。」と明記される。 

 １０月２１日   市が弁護士２名、一級建築士１名と委託契約を締結 

 １１月 ６日   追加調査開始 


